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資料第１ 

加須市防災会議条例 

平成２４年９月１２日 

条 例 第 ２ ８ 号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定

に基づき、加須市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定

めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 加須市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 市長の諮問に応じて、市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属

する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職

務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(１) 指定地方行政機関の職員 

(２) 埼玉県の知事の部内の職員 

(３) 埼玉県警察の警察官 

(４) 市長の部内の職員 

(５) 教育長及び教育委員会事務局の職員 

(６) 消防長、消防団長及び水防団長 

(７) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員 

(８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

(９)  その他市長が必要と認める者 

６ 前項第７号から第９号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 
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（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共

機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長

が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものと

する。 

（議事等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し

必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

   

   附 則 

 この条例は、平成22年3月23日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料第２  

加須市災害対策本部条例 

平成22年3月23日 

条例第115号 

（趣旨） 

第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の2第8項及び

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第37条の規定によ

り準用する同法第26条の規定に基づき、加須市災害対策本部（以下「災害対策本

部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第2条 災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（1）災害対策基本法第23条の2第4項の事務 

（2）新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第2項の事務 

（組織） 

第3条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す

る。 

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事す

る。 

（部） 

第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことがで

きる。 

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策

本部長が定める。 
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附 則 

この条例は、平成22年3月23日から施行する。 

附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第1条の改正規定（「第23条第7項」を「第23条の2第8項」に改める部分に限

る。）公布の日 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の

日 
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資料第３ 

加須市危機対策会議設置要綱 

（平成２２年３月２３日市長職務執行者決裁) 

（設置） 

第１条 市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害を及ぼす災害、事故等、市民

の生活に重大な被害を及ぼす事案又は市の産業、経済等に重大な被害を及ぼす事

案（以下「危機」という。）が発生した場合又は発生するおそれがある場合にお

いて、迅速な情報の収集を図るとともに、対応策を検討するため、加須市危機対

策会議（以下「対策会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 危機情報の収集に関すること。 

(2)  危機対応策の検討に関すること。 

(3) その他必要な危機対策に関すること。 

（構成） 

第３条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。 

２ 議長は、市長とする。 

３ 副議長は、副市長及び教育長とする。 

４ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 議長は、前項に掲げる者のほか、関係部課長等必要と認める者を委員とするこ

とができる。 

（会議） 

第４条 対策会議は、議長が招集し、主宰する。 

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに

は、その職務を代理する。この場合において、副議長が２人以上あるときは、あ

らかじめ議長が定めた順序で、その職務を代理する。 

３ 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができ

る。 

（開設期間等） 

第５条 市長は、危機の発生等に際し、環境安全部長からの報告を受け、緊急 

に対応の必要があると認めるときに対策会議を開設する。ただし、災害対策本

部、国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部又は危機対策本部が開設されると

きは、この限りでない。 
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２ 対策会議を開設した場合は、呼称を定めるものとする。 

３ 市長は、危機による被害の拡大するおそれが解消したと認めたとき、又は災害

対策本部、国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部若しくは危機対策本部が開

設されたときに、対策会議を閉鎖する。 

（庶務） 

第６条 対策会議の庶務は、環境安全部危機管理防災課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成22年5月27日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

総合政策部長、総務部長、環境安全部長、経済部長、こども局長、福祉

部長、健康医療部長、都市整備部長、上下水道部長、各総合支所長、会

計管理者、議会事務局長、行政委員会事務局長、生涯学習部長、学校教

育部長、秘書課長、財政課長、シティプロモーション課長、埼玉東部消

防組合加須消防署長  
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資料第４  

加須市災害弔慰金の支給等に関する条例 

平成 22 年 3 月 23 日 

条例第 128 号 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条・第 2 条) 

第 2 章 災害弔慰金の支給(第 3 条―第 8 条) 

第 3 章 災害障害見舞金の支給(第 9 条―第 11 条) 

第 4 章 災害援護資金の貸付け(第 12 条―第 15 条) 

第 5 章 補則(第 16 条) 

附則 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82 号。以

下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48 年政令第

374 号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡

した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に

著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被

害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生

活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象によ

り被害が生ずることをいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時本市の区域内に住所を有した者をいう。 

第 2 章 災害弔慰金の支給 

(災害弔慰金の支給) 

第 3 条 市は、市民が令第 1 条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」

という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行う

ものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第 4 条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3 条第 2 項の遺族の範囲とし、そ

の順位は、次に掲げるとおりとする。 
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(1) 死亡当時において、当該死亡者により主として生計を維持していた遺族(兄弟

姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合で

あって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同

居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給する

ものとする。 

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後に

し、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、

父母の養父母を先にし、実父母を後にする。 

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前 2 項の規定により難いときは、

前 2 項の規定にかかわらず、第 1 項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給す

ることができる。 

4 前 3 項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2 人以上

あるときは、その 1 人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。 

(平成 23 条例第 25・一部改正) 

(災害弔慰金の額) 

第 5 条 災害により死亡した者 1 人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡

当時において、その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の

生計を主として維持していた場合にあっては 500 万円とし、その他の場合にあっ

ては 250 万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規

定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受

けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第 6 条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法

第 4 条の規定によるものとする。 

(支給の制限) 

第 7 条 災害弔慰金は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである
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場合 

(2) 令第 2 条に規定する場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があ

るため、市長が支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) 

第 8 条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定

めるところにより支給を行うものとする。 

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求め

ることができる。 

第 3 章 災害障害見舞金の支給 

(災害障害見舞金の支給) 

第 9 条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状

が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以

下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

 

(災害障害見舞金の額) 

第 10 条 障害者 1 人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷

し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持してい

た場合にあっては 250 万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。 

(準用規定) 

第 11 条 第 7 条及び第 8 条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

第 4 章 災害援護資金の貸付け 

(災害援護資金の貸付け) 

第 12 条 市は、令第 3 条に掲げる災害により法第 10 条第 1 項各号に掲げる被害を

受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援

護資金の貸付けを行うものとする。 

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10 条第 1 項に規定する要件に該当

するものでなければならない。 

(災害援護資金の限度額等) 

第 13 条 災害援護資金の 1 災害における 1 世帯当たりの貸付限度額は、災害による

当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね 1 箇月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の

負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね 3 分の 1 以上である損
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害 (以下「家財の損害」という。 )がなく、かつ、住居の損害がない場合 

1,500,000 円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000 円 

ウ 住居が半壊した場合 2,700,000 円 

エ 住居が全壊した場合 3,500,000 円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 1,500,000 円 

イ 住居が半壊した場合 1,700,000 円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000 円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 3,500,000 円 

(3) 第 1 号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際

しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合に

は、「2,700,000 円」とあるのは「3,500,000 円」と、「1,700,000 円」とあるの

は「2,500,000 円」と、「2,500,000 円」とあるのは「3,500,000 円」と読み替え

るものとする。 

2 災害援護資金の償還期間は、10 年とし、据置期間はそのうち 3 年(令第 7 条第 2

項括弧書の場合は、5 年)とする。 

(利率) 

第 14 条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を

延滞の場合を除き年 3 パーセントとする。 

(償還等) 

第 15 条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。 

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、

いつでも繰上償還をすることができる。 

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第 13

条第 1 項及び令第 8 条から第 12 条までの規定によるものとする。 

第 5 章 補則 

(委任) 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 22 年 3 月 23 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市災害弔慰金の支給等に関する
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条例(昭和 49 年加須市条例第 31 号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49 年

騎西町条例第 31 号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49 年北川辺町条例第

325 号)又は大利根町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49 年大利根町条例第

17 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成 23 年条例第 25 号) 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 4 条第 1 項の規定は、平成 23 年 3

月 11 日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。 
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資料第５ 

加須市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

 

平成 22 年 3 月 23 日 

規則第 83 号 

目 次 

第 1 章 総則(第 1 条) 

第 2 章 災害弔慰金の支給(第 2 条・第 3 条) 

第 3 章 災害障害見舞金の支給(第 4 条・第 5 条) 

第 4 章 災害援護資金の貸付け(第 6 条―第 17 条) 

第 5 章 補則(第 18 条) 

附則 

第 1 章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、加須市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成 22 年加須市条

例第 128 号。以下「条例」という。)第 16 条の規定に基づき、条例の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

第 2 章 災害弔慰金の支給 

(支給の手続) 

第 2 条 市長は、条例第 3 条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる

事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日 

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第 3 条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行

する被災証明書を提出させるものとする。 

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させ

るものとする。 

第 3 章 災害障害見舞金の支給 

(支給の手続) 

第 4 条 市長は、条例第 9 条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲

http://www.city.kazo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r384RG00000324.html#l000000000#l000000000
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げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日 

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状

況 

(3) 障害の種類及び程度に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第 5 条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市

民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出さ

せるものとする。 

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82

号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第 1 号)を提出

させるものとする。 

第 4 章 災害援護資金の貸付け 

(借入れの申込) 

第 6 条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借

入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式

第 2 号)を市長に提出しなければならない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人となるべき者に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び

療養概算額を記載した診断書 

(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を 1 月から 5 月までの間に受けた場合

にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に

居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町

村長の証明書 

(3) その他市長が必要と認めた書類 

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月 1 日から起算し

て 3 箇月を経過する日までに提出しなければならない。 

http://www.city.kazo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r384RG00000324.html#e000000091#e000000091
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(調査) 

第 7 条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、

当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

(貸付けの決定) 

第 8 条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金

の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第 3

号)を借入申込者に交付するものとする。 

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援

護資金貸付不承認決定通知書(様式第 4 号)を借入申込者に交付するものとする。 

(借用書の提出) 

第 9 条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した災害援護

資金借用書(様式第 5 号。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受けた者(以

下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(貸付金の交付) 

第 10 条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。 

(償還の完了) 

第 11 条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用

書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

(繰上償還の申出) 

第 12 条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第 6 号)を市長に提出

するものとする。 

(償還金の支払猶予) 

第 13 条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受け

ようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶

予申請書(様式第 7 号)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市

長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第 8 号)を当該借受人に

交付するものとする。 

3 市長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式

第 9 号)を当該借受人に交付するものとする。 

(違約金の支払免除) 

第 14 条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載

した違約金支払免除申請書(様式第 10 号)を市長に提出しなければならない。 
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2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した

期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第 11 号)

を当該借受人に交付するものとする。 

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書

(様式第 12 号)を当該借受人に交付するものとする。 

(償還免除) 

第 15 条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下

「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要

と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第 13 号)を市長に提出

しなければならない。 

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することがで

きなくなったことを証する書類 

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通

知書(様式第 14 号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承

認通知書(様式第 15 号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

(督促) 

第 16 条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発

行するものとする。 

 

(氏名等の変更届) 

第 17 条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項

に異動を生じたときは、借受人は速やかに、その旨を記載した氏名等変更届(様式第

16 号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居

の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。 

第 5 章 補則 

(その他) 

第 18 条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並び

に災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 22 年 3 月 23 日から施行する。 
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(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市災害弔慰金の支給等に関する

条例施行規則(昭和 57 年加須市規則第 15 号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施

行規則(昭和 49 年騎西町規則 22 号)、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭

和 50 年北川辺町規則第 42 号)又は大利根町災害弔慰金の支給等に関する条例施行

規則(昭和 49 年大利根町規則第 5 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 
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資料第６ 

加須市災害見舞金等支給要綱 

平成 22 年 3 月 23 日 

告示第 16 号 

(目的) 

第 1 条 この要綱は、災害により被害を受けた市民又はその遺族等に対し、災害見舞

金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受け

た者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において「災害」とは、市内に発生した火災、爆発、風水害その他

異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受け

ないものをいう。 

(受給資格) 

第 3 条 災害見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時に本市におい

て、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)により住民基本台帳に記録されている

者とする。 

2 弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居している親

族又は葬祭を行う者とする。 

(平成 24 告示 206・一部改正) 

(支給区分及び支給額) 

第 4 条 災害見舞金等の支給区分及び支給額は、次に掲げるとおりとする。ただし、

加須市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成 22 年加須市条例第 128 号)第 3 条及

び第 9 条に規定する災害弔慰金及び災害障害見舞金が支給されるときは、災害見舞

金等は支給しない。 

(1) 家屋の全焼、全壊又は流失 200,000 円 

(2) 家屋の半焼又は半壊 100,000 円 

(3) 家屋の部分焼又は一部損壊 10,000 円 

(4) 家屋の床上浸水 50,000 円 

(5) 負傷者 30,000 円 

(6) 死亡者 100,000 円 

2 前項第 1 号から第 4 号までについては現に居住している建物についてのみ適用す

る。 

3 第 1 項の災害見舞金等の支給は、1 世帯を単位とし、限度額は 30 万円とする。 
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(申請) 

第 5 条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から 14 日以内

に罹災証明書等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請し難い特

別の理由がある場合は、この限りでない。 

2 前項の規定による申請は、次に定める様式により行うものとする。 

区分 名称 事由 

様式第 1 号 災害見舞金等支給申請

書 

前条第 1 項第 1 号から第 4 号まで該

当 

様式第 2 号 災害見舞金等支給申請

書 

前条第 1 項第 5 号該当 

様式第 3 号 災害弔慰金支給申請書 前条第 1 項第 6 号該当 

(支給の決定) 

第 6 条 市長は、前条の申請があったときは、被害の程度その他の事由を審査の上、

支給の可否を決定し、災害見舞金等支給決定通知書(様式第 4 号)により申請者に通

知するものとする。 

(支給決定の取消) 

第 7 条 市長は、災害見舞金等の支給を決定した後において、次の各号のいずれかに

該当する事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。 

(1) 故意又は重大な過失により給付の事由を生じさせたとき。 

(2) 申請の内容に偽りがあったとき。 

(台帳の備付け) 

第 8 条 災害見舞金等の支給事由、支給額等を明らかにするため、災害見舞金等支給

台帳(様式第 5 号)を備えるものとする。 

(その他) 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成 22 年 3 月 23 日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生じた合併前の加須

市災害見舞金等支給要綱(平成元年加須市告示 23 号)、騎西町火災見舞金等支給に

関する条例(平成 7 年騎西町条例第 4 号)、北川辺町火災救助金支給に関する条例

(昭和 38 年北川辺町条例第 106 号)又は大利根町災害救助金支給に関する条例(昭

和 49 年大利根町条例第 35 号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定
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による災害(施行日前の災害により施行日以後に死亡した場合を含む。)に係る災害

見舞金等については、なお合併前の要綱等の例による。 

附 則(平成 24 年告示第 206 号)抄 

(施行期日) 

1 この告示は、平成 24 年 7 月 9 日から施行する。 

 

  



震災資料-293 

資料第７ 

加須市り災者応急住宅費補助金交付要綱 

平成 22 年 5 月 28 日 

告示第 211 号 

(目的) 

第 1 条 この要綱は、災害により住家を全焼し、又は亡失し、居住することができな

くなった者に対し、居住のための応急住宅の経費に係る補助金を支給することに

より、災害を受けた者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において「災害」とは、市内に発生した火災、爆発、風水害その他

異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の規定の適用

を受けないものをいう。 

(対象者) 

第 3 条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、災害により、所

有している住家を全焼し、又は亡失した世帯の世帯主で次に掲げるものとする。 

(1) 災害発生時において、市内に住所を有する者 

(2) 賃貸住宅(市内の賃貸住宅に限る。以下同じ。)又は自己の所有する土地に設

置した仮設応急住宅に居住する者 

(3) 市税を滞納していない者 

(補助対象経費) 

第 4 条 補助金の交付の対象となる経費は、賃貸住宅の家賃又は仮設応急住宅設置

に係る経費(リースによる場合を含む。)とする。 

(補助金の額) 

第 5 条 補助金の額は、前条に定める賃貸住宅の家賃又は仮設応急住宅設置に係る

経費の額(賃貸住宅又はリースによる場合にあっては、2 万円に賃貸住宅又はリー

スの契約月数(12 箇月を超えるときは、12 箇月)を乗じて得た額)とし、24 万円を

限度とする。 

(申請) 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、災害に

より住家を全焼し、又は亡失した日から 30 日以内に、り災者応急住宅補助金交付

申請書(様式第 1 号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。この場合において、賃貸住宅又はリース契約期間が 3 月

31 日を超える期間については、同日から 30 日以内に申請書に次に掲げる書類を添

えて、再度市長に提出しなければならない。 
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(1) 世帯員全員が記載されている住民票の写し 

(2) 申請者の市税の納税証明書又は非課税証明書 

(3) り災証明書 

(4) 賃貸住宅の家賃に係る領収書又は仮設応急住宅設置に係る見積書若しくは領

収書 

(5) その他市長が必要と認める書類 

(決定及び通知) 

第 7 条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査

し、その結果をり災者応急住宅費補助金交付決定・却下通知書(様式第 2 号)により

申請者に通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第 8 条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、り災者応急住宅費補助

金交付請求書(様式第 3 号)に賃貸住宅の家賃又は仮設応急住宅設置に係る領収書

を添えて市長に提出しなければならない。 

(補助金の支払) 

第 9 条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交

付するものとする。 

(補助金の返還) 

第 10 条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるとき

は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した金額の全部

又は一部を返還させることができる。 

(その他) 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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資料第８       防災活動拠点一覧【震災対策編】 

１ 震災時避難場所 

番号 名称 住所 ペット受入 

1 加須小学校 本町 4-25 ○ 

2 加須南小学校 下高柳 1991 ○ 

3 三俣小学校 北小浜 850 ○ 

4 不動岡小学校 不動岡 798 ○ 

5 礼羽小学校 礼羽 560 ○ 

6 大桑小学校 南大桑 3388-1 ○ 

7 花崎北小学校 花崎北 3-1 ○ 

8 水深小学校 大室 165 ○ 

9 樋遣川小学校 下樋遣川 427 ○ 

10 志多見小学校 志多見 633 ○ 

11 大越小学校 大越 2115 ○ 

12 騎西小学校 騎西 52-3 ○ 

13 田ケ谷小学校 内田ケ谷 447-3 ○ 

14 種足小学校 中種足 123 ○ 

15 鴻茎小学校 鴻茎 1596-2 ○ 

16 高柳小学校 上高柳 889 ○ 

17 北川辺東小学校 向古河54 ○ 

18 北川辺西小学校 麦倉1189 ○ 

19 北川辺中学校 麦倉3705 ○ 

20 大利根東小学校 旗井807 ○ 

21 原道小学校 細間699 ○ 

22 元和小学校 北下新井521-1 ○ 

23 豊野小学校 生出313-1 ○ 

 

２ 震災時補助避難場所 

番号 名称 住所 ペット受入 

1 加須市民体育館 下三俣590 〇 

2 加須文化・学習センター（パストラルかぞ） 上三俣2255 〇 

3 市民プラザかぞ 中央2-4-17 〇 

4 埼玉県立不動岡高等学校 不動岡1-7-45 － 

5 南篠崎体育館 南篠崎2-1-7 〇 

6 騎西総合体育館（ふじアリーナ） 外川355 〇 

7 騎西文化・学習センター（キャッスルきさい） 根古屋633-10 〇 

8 SFAﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ ・彩の国KAZOｳﾞｨﾚｯｼﾞ 騎西598-1 〇 

9 北川辺文化・学習センター（みのり） 麦倉1437－1 〇 

10 大利根総合福祉会館 琴寄903 〇 

11 大利根文化体育館 北下新井684－1 〇 

12 大利根文化・学習センター（アスタホール） 旗井1461-1 〇 

※ペット受入れの「－」は、開設時の状況により決定します。 
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３ 福祉避難所 

番号 名称 住所 官民 備考 

1 加須第一ホテル 中央2-9-11 （民） 宿泊施設  

2 加須センターホテル 中央1-7-50 （民） 宿泊施設 

3 久下けやきハウス 久下3-6-1 （民） 介護老人福祉施設  

4 グループホーム加須ひばりの里  久下1625-1 （民）   

5 ｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞｼｬﾛｰﾑ 岡古井73 （民） 介護老人保健施設  

6 あけぼの園  北小浜800番地1   障害福祉サービス事業所  

7 グループホームつくしんぼ 多門寺158-2     

8 あいせんハイム 水深869－17 （民） 養護老人ホーム 

9 愛泉苑  水深869－２ （民） 介護老人福祉施設  

10 みずほの里  平永142 （民） 介護老人福祉施設  

11 利根いこいの里  大越1933-1 （民） 介護老人福祉施設  

12 グループホーム藤の里大越  大越3386-1 （民） 介護老人福祉施設  

13 多賀谷寿光園  上崎2037-1 （民） 介護老人福祉施設  

14 虹の園  上崎2047-1 （民） 介護老人保健施設  

15 埼玉中央学園  上種足894-1 （民） 知的障害児施設  

16 埼玉県立騎西特別支援学校  上種足888-1 （県） 知的障害児施設  

17 ライゼ清輝苑  陽光台2－883-75 （民） 介護老人福祉施設  

18 北埼玉ﾍﾙｽｹｱﾋﾞﾚｯｼﾞ 麦倉191 （民） 介護老人保健施設  

19 グループホーム麦倉ひばりの里  麦倉2116-2 （民）   

20 加須清輝苑  陽光台2－883‐78 （民） 介護老人福祉施設  

21 ふれ愛の郷  新川通179-1 （民） 介護老人福祉施設  

22 万葉の郷  新川通105-1 （民） 介護老人福祉施設  

23 別邸  暁  琴寄270-3 （民）   

 

４ 自主避難場所 

番号 名称 住所 備考 

1 加須げんきプラザ 花崎456  

2 加須コミュニティセンター(加須公民館 ) 南町3-51  

3 三俣コミュニティセンター（三俣公民館） 北小浜780番地1  

4 不動岡コミュニティセンター(不動岡公民館 ) 不動岡2-9-75  

5 花崎コミュニティセンター 花崎1-22-16  

6 川口コミュニティセンター 川口2-12-1  

7 加須げんきプラザ 花崎456  

8 むさしの村  志多見1700-1  

9 花崎コミュニティセンター 花崎1-22-16  

10 健康ふれあいセンター「いなほの湯」 馬内1800-1  

11 加須未来館  外野350-1  

12 グリーンファーム加須  上三俣1728  

13 平成国際大学  水深2000  

14 田ケ谷総合センター 上崎2080-1  

15 北川辺領土地改良区  伊賀袋730  

16 北川辺ライスパーク 麦倉454  

17 北川辺コミュニティセンター 麦倉3705  
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18 大利根文化・学習センター(アスタホール) 旗井1461-1  

19 原道コミュニティセンター 細間712  

20 大利根集会所  琴寄906-1  

21 図書館ノイエ 琴寄597-1  

22 豊野コミュニティセンター 豊野台1-345-10  

23 久下公園   久下1-23  

24 花崎北公園   花崎北2-1  

25 加須北部公園   古川2-6-1  

26 加須はなさき公園   水深1722 （県） 

27 埼玉県水産研究所   北小浜1060-1 （県） 

28 騎西総合公園  外川335  

29 田ケ谷サン・スポーツランド 上崎1850-1   

30 ふるさと広場  中種足1230-1   

31 けやき公園  西ノ谷800   

32 種足ふれあいの森  上種足937-1   

33 藤ノ木公園  鴻茎3208-1   

34 古宮公園  正能4   

35 玉敷公園  騎西535-1 （民） 

36 騎西中央公園  騎西961   

37 騎西城山公園  外川457-1   

38 ファミリーグラウンド 阿佐間769   

39 大利根西部公園  新利根１－４－１   

40 大利根運動公園  北下新井684－1   

41 豊野台公園  豊野台2-725-3   

 

５ 防災倉庫 

防災倉庫 主な備蓄品 

1 下高柳防災倉庫 下高柳 1932-1 
備蓄食料、毛布、発電機、簡易トイレ、

釜、燃料など 

2 加須市防災センター防災倉庫 北小浜 780 番地 1 備蓄食料、飲料、毛布など 

3 騎西総合体育館内 外川 355 
備蓄食料、毛布、簡易トイレ、釜、救

急セットなど 

4 伊賀袋防災倉庫 伊賀袋地先 
備蓄食料、毛布、簡易トイレ、土のう

など 

5 道の駅かぞわたらせ物産施設 小野袋 1737 
備蓄食料、毛布、簡易トイレ、発電機

など 

6 
大高島地区河川防災ステー

ション 
飯積地先  備蓄食料、ろ水機など 

7 大利根総合支所敷地 北下新井 1679-1 
備蓄食糧、土のう袋、吸水土のう、毛
布、発電機、ゴムボート、ローソク、
ハンドマイク、ヘルメット、簡易用ト
イレ、浄水器、飲料水袋、給水タンク、
レスキューセットなど 8 大利根第２浄水場 北下新井 1578-1 
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６ 救援物資集積所  

救援物資集積所 

1 市民体育館 下三俣 590 

2 騎西総合体育館(ふじアリーナ) 外川 355 

3 藤畑地区ｽｰﾊﾟｰ堤防（道の駅かぞわたらせ） 小野袋 1737 

4 大利根総合福祉会館 琴寄 903 

 

７ 防災ヘリポート  

防災ヘリポート 

1 市民運動公園(陸上競技場) 下三俣 590 

2 平成国際大学 水深大立野 2000 

3 大越水防拠点 外野地先 

4 騎西中央公園 騎西 961 

5 北川辺中学校 (校庭) 麦倉 3705 

6 伊賀袋水防拠点 伊賀袋地先 

7 大高島地区河川防災ステーション 飯積地先 

8 大利根運動公園(野球場及び自由広場) 北下新井 684－1 

9 新川通地区河川防災ステーション 新川通地先 

 

８ 医療救護所・感染者隔離室 

医療救護所・感染者隔離室 

1 加須保健センター 諏訪 1 丁目 3-6 

2 騎西健康福祉センター 騎西 36-1 

3 北川辺健康福祉センター 柳生 66-1 

4 大利根健康福祉センター 琴寄 901-1 

5 国民健康保険北川辺診療所 柳生 66-1 

 

９ 自衛隊受入先・緊急消防援助隊活動拠点 

自衛隊受入先・緊急消防援助隊活動拠点 

1 加須文化･学習ｾﾝﾀｰ（ﾊﾟｽﾄﾗﾙかぞ） 上三俣 2255 建物・駐車場 

2 騎西総合体育館（ふじアリーナ） 外川 355 建物・駐車場 

１０ 野営可能場所（自衛隊・消防援助隊） 

野営可能場所（自衛隊・消防援助隊） 

1 加須文化･学習ｾﾝﾀ （ーﾊﾟｽﾄﾗﾙかぞ）（駐車場） 上三俣 2255 自衛隊・消防援助隊 

2 騎西総合公園 外川 360-1 消防援助隊 

3 環境科学国際センター(駐車場) 上種足 914 自衛隊・消防援助隊 

4 北川辺中学校 麦倉 3705 自衛隊 

5 伊賀袋水防拠点 伊賀袋地先 自衛隊・消防援助隊 

6 大利根運動公園 北下新井 684－1 自衛隊 

１１ 応急仮設住宅建設候補地 

応急仮設住宅建設候補地 

1 市民運動公園 (野球場及び多目的広場) 下三俣 590 

2 花崎北公園 花崎北 2-1 

3 久下公園 久下 1-23 

4 ふるさと広場 中種足 1230-1 

5 利根コミュニティ広場 麦倉 2820－1 
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6 柏戸スポーツ公園 柏戸 2019 

7 旧川ふるさと公園 伊賀袋地内 

8 大利根運動公園多目的グランド 北下新井 684－1 

9 童謡のふる里おおとね野菊公園 旗井 1385 

 

１２ 災害廃棄物仮置場 

災害廃棄物仮置場 

1 藤ノ木公園 鴻茎 3208 公園 

2 大利根西部公園 新利根 1-4-1 公園 

3 大利根運動公園 北下新井 684-1 多目的広場 

１３ 災害廃棄物仮置場候補地 

災害廃棄物仮置場候補地 

1 加須北部公園 古川 2-6-1 公園 

2 けやき公園 西ノ谷 800 公園 

3 田ケ谷サンスポーツランド 上崎 1850-1 野球場 

4 古宮公園 正能 4 野球場 

5 大利根運動公園 北下新井 684-1 野球場 

6 豊野台公園 豊野台 2-725-3 野球場 

１４ 遺体安置所  

遺体安置所 

1 南篠崎コミュニティセンター 南篠崎 2-1-7 

2 田ケ谷総合センター 上崎 2080－1 

3 北川辺体育館 柏戸 2037 

4 大利根文化体育館 北下新井 684－1 
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資料第９   災害用備蓄品一覧 

 

種別 品目 

食
料
品 

ビスケット 

ビスケット（アレルギー対応用） 

クラッカー 

アルファ米（田舎ごはん）個装 

お粥 

パン 

飲料水(500ml) 

生
活
必
需
品 

粉ミルク 

哺乳瓶 

携行トイレ 

生理用品（30 枚入） 

トイレットペーパー 

大人用オムツ 

乳幼児用オムツ 

感
染
予
防
品 

マスク(50 枚入り) 

消毒液 500ml 

非接触型体温計 

フェイスシールド 

ハンドソープ 

ビニール手袋 

防
災
用
品 

ガソリン缶詰 

ヘルメット（市章付） 

ＬＥＤヘッドライト 

誘導灯 

携帯充電器 

多目的ロープ 

ローソク 

清拭ぬれタオル 

ブルーシート 

災害用土嚢袋 

担架 

ストーブ 

回転釜(ガスバーナ一体式) 

大釜、移動式釜 

しゅう酸実用なべ 

ガスバーナセット 

発
電
機
等 

発電機 

投光機 

投光機三脚 

コードリール 

ガソリン携行缶 

携帯電話用充電ﾊﾞｯﾃﾘｰ 

灯油ポンプ 

避
難
場
所
用
品 

避難者ｶｰﾄﾞ/文具等ｾｯﾄ・ゴミ袋・防

災掲示板用ｼｰﾄなど 

メガホン 

ＬＥＤランタン 

懐中電灯 

ルミカライト 

ラジオ 

防
災
用
品 



震災資料-301 

軍手 

乾電池 

ビブス 

レスキューシート 

ベビーベッド 

ベビーチェア(各男女トイレ) 

台車 

段ボール 

段ボールベット 

弾性ストッキング 

大型扇風機 

名札（ｹｰｽ・ひも付き） 

毛布 

避難所用マット 

避難所間仕切り(個別) 

避難所間仕切り(テントタイプ) 

簡易トイレ(ダンボール型) 

消臭簡易トイレ（電気式） 

入替分：消臭簡易トイレ（電気式）専

用フィルム 

トイレ囲い 

多目的トイレ用テント 

立入禁止テープ 

ゴミ箱 

福
祉
避
難
所
用
品 

コミュニケーション支援ボード 

車イス 

災害用バンダナ 

簡易ベッド（段ボールベッド） 

スロープ（段差用） 

簡易トイレ（手すり付） 

多目的トイレ用テント 

救
助
用
品 

救助用ボート 

救命胴衣 

 

 

  

避
難
場
所
用
品 

福
祉
避
難
所
用
品 
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資料第１０ 

     避難所の鍵の管理及び備品等の保管場所一覧 

  地区 避難場所 鍵の管理 

警備 

食糧等保管場所 備蓄品 体

育

館 

校

舎 

1 加須 加須小学校体育館 

・各学校 

 

・危機管理

防災課 

 

・地域振興

課 （各総

合支所） 

 

・災害地区

支援班 

（班長） 

 

・学校開放

事業用 

（地元に委

託） 

セコム 

南側校舎 屋上入口

階段踊り場 

体育館ステージ 上

手２階 
●校舎：災

害支援班事

務用品、 

             

携帯ラジ

オ、懐中電

灯、 

             

コードリー

ル、水、 

             

アルファ

米、ビス

ケット、 

              

トイレット

ペーパー、 

             

毛布、救急

箱、担架な

ど 

 

●防災井

戸：発電

機、コード

リール、 

         

投光機 

2 
加須

南 
加須南小学校体育館 

校舎 ３階 通路、

踊り場（鍵） 

3 
不動

岡 
不動岡小学校体育館 

校舎 ４階 屋上階

段踊り場 

4 三俣 三俣小学校体育館 

体育館 ２階 北側

通路奥（鍵） 

校舎 東側階段 屋上

踊り場 

5 礼羽 礼羽小学校体育館 

北側校舎 １階 通

路、踊り場 

南側校舎 屋上入口

階段踊り場 

6 大桑 大桑小学校体育館 
体育館ステージ 上

手 

7 
花崎

北 
花崎北小学校体育館 

校舎 ４階 資料室 

（鍵） 

校舎 １階 多目的

スペース 

8 水深 水深小学校体育館 
校舎 ３階 家庭科

準備室 （鍵） 

9 
樋遣

川 
樋遣川小学校体育館 

校舎 ４階 屋上入

口階段踊り場 

10 
志多

見 
志多見小学校体育館 

ＡＬＳ

ＯＫ 

校舎 ３階 家庭科

室内準備室（鍵） 

11 大越 大越小学校体育館 セコム 
校舎 ４階 屋上入

口 防災倉庫（鍵） 

12 騎西 騎西小学校体育館 

無 

Ａ

Ｌ

Ｓ

Ｏ

Ｋ 

校舎 ３階 児童会

室（鍵） 

校舎西側  別棟倉庫

（鍵） 

●校舎：災

害支援班事

務用品、 

             

携帯ラジ

オ、懐中電

灯、 

             

コードリー

13 
田ケ

谷 
田ケ谷小学校体育館 

体育館 ２階 下手

壇上脇（鍵） 

14 種足 種足小学校体育館 
体育館北側 別棟倉

庫（鍵） 
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15 鴻茎 鴻茎小学校体育館 

セ

コ

ム 

校舎 ３階 視聴覚

室（鍵） 

ル、水、 

             

アルファ

米、ビス

ケット、 

              

トイレット

ペーパー、 

             

毛布、救急

箱、担架な

ど 

 

●防災井

戸：なし 

16 高柳 高柳小学校体育館 

Ａ

Ｌ

Ｓ

Ｏ

Ｋ 

校舎 ３階 家庭科

準備室 （鍵） 

17 
北川

辺東 
北川辺東小学校体育館 

セ

コ

ム 

校舎 ３階 準備室 

（鍵） 

18 
北川

辺西 
北川辺西小学校体育館 

校舎 ３階 湯沸室

（鍵） 

19 
北川

辺中 
北川辺中学校体育館 

校舎 ４階 屋上入

口階段踊り場 

20 
大利

根東 
大利根東小学校体育館 

Ａ

Ｌ

Ｓ

Ｏ

Ｋ 

校舎 東棟２階 空

き教室（鍵） 

21 原道 原道小学校体育館 
校舎 ２階 空き教

室（鍵） 

22 元和 元和小学校体育館 校舎 ２階 教材室 

23 豊野 豊野小学校体育館 
校舎 ２階 北側廊

下 

 

防災倉庫        

地域 場所 主な備蓄品 鍵の管理 

加  須 下高柳防災倉庫 
備蓄食料、毛布、発電機、簡易ト

イレ、釜、燃料など 

危機管理防

災課 

騎  西 ふじアリーナ内（外川 355） 
備蓄食料、毛布、簡易トイレ、

釜、救急セットなど 

スポーツ振

興課 

北川辺 

伊賀袋水防拠点（伊賀袋地先） 
備蓄食料、毛布、簡易トイレ、土

のう、紙おむつなど 

地域振興課

（北川辺） 

道の駅かぞわたらせ物産施設

（小野袋 1737） 

備蓄食料、毛布、簡易トイレ、紙

おむつ、発電機など 

大高島地区河川防災ステーショ

ン（加須市飯積地先 ） 
備蓄食料、ろ水機、紙おむつなど 

大利根 

大利根総合支所敷地（北下新井

1679-1） 

備蓄食料、土のう袋、吸水土の

う、毛布、発電機、ゴムボート、

ローソク、 

ハンドマイク、ヘルメット、簡易

用トイレ、浄水器、飲料水袋、給

水タンク、 

レスキューセットなど 

地域振興課

（大利根） 

大利根第２浄水場（北下新井

1578-1） 
上下水道課 
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資料第１１  災害時応援協定一覧表              令和４年１０月１日現在 

１ 自治体間の相互応援協定  

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 10 年 5 月 近隣市町 
物資・資機材・車両等の提供、職員の
派遣、ボランティアのあっ旋、被災者
の一時収容のための施設の提供等 

2 平成 19 年 5 月 埼玉県内市町村 

物資・資機材・車両等の提供、職員の
派遣、施設の提供、被災傷病者の受入
れ、ボランティア受付及び活動調整、
応急教育の受入れ等 

3 平成 25 年 1 月 21 日 栃木県さくら市 

物資・資機材・車両等の提供、職員の
派遣、ボランティアのあっ旋、児童生
徒の受入れ、被災者に対する住宅の
あっ旋等 

4 平成 26 年 8 月 1 日 本庄市・群馬県渋川市 

物資・資機材・車両等の提供、職員の
派遣、ボランティアのあっ旋、児童生
徒の受入れ、被災者に対する住宅の
あっ旋等 

5 平成 26 年 8 月 1 日 福島県喜多方市 

物資・資機材・車両等の提供、職員の
派遣、ボランティアのあっ旋、児童生
徒の受入れ、被災者に対する住宅の
あっ旋、ホームページの代理掲載等 

6 平成 29 年 10 月 16 日 

関東どまんなかサミット会

議（古河市・栃木市・小山

市・野木町・板倉町） 

物資・資機材・車両等の提供、避難場
所・避難場所の相互利用、職員の派
遣、ボランティアのあっ旋、児童生徒
の受入れ、被災者に対する住宅のあっ
旋等 
（H27.1.28 古河市・野木町・板倉町、
H28.5.27 栃木市、H29.10.16 小山市） 

7 平成 30 年 12 月 15 日 茨城県水戸市 
原子力災害における水戸市民の県外広
域避難の受入 

8 平成 31 年 2 月 4 日 

利根川両岸 3 市 3 町（群馬

県板倉町、明和町、千代田

町、埼玉県行田市、羽生

市） 

物資・資機材・車両等の提供、職員の
派遣、被災者を一時収容する施設の提
供、児童生徒の受入れ等 

9 令和 2 年 2 月 7 日 群馬県館林市 
被災者を一時収容する施設等の提供、
物資・資機材・車両等の提供、職員の
派遣等     

２ 物資の供給に関する協定  

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 3 年 8 月 29 日 北川辺商工会 物資供給 

2 平成 6 年 9 月 騎西商工会 物資供給 

3 平成 17 年 11 月 15 日 （株）イトーヨーカ堂 
応急生活物資として保有商品を優先供
給 

4 平成 18 年 2 月 14 日 ほくさい農業協同組合 
応急生活物資として保有商品を優先供
給 

5 平成 18 年 3 月 23 日 （株）レンタルのニッケン 
応急対策物資として保有商品を優先供
給 

6 平成 18 年 6 月 8 日 日建リース工業（株） 
応急対策物資として保有商品を優先供
給 

7 平成 21 年 11 月 1 日 （株）カインズ 
応急対策物資として保有商品を優先供
給 

8 平成 21 年 11 月 1 日 （株）ベイシア 
応急対策物資として保有商品を優先供
給 
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9 平成 22 年 10 月 29 日 
三国コカ・コーラボトリン

グ（株） 

災害時に地域貢献型自動販売機内の在
庫を無償提供、飲料水の優先的な安定
供給 

10 平成 23 年 3 月 10 日 
ＮＰＯ法人 コメリ災害対

策センター 
物資の優先供給 

11 平成 24 年 2 月 13 日 生活協同組合コープみらい 
応急生活物資として保有商品を優先供
給、物資運搬車両を確保等 

12 平成 24 年 6 月 12 日 （株）セキ薬品 
応急生活物資として保有商品を優先供
給 

13 平成 26 年 4 月 3 日 
埼玉県石油協同組合東部北

支部加須班 
燃料等を優先供給 

14 平成 28 年 8 月 8 日 （株）ゼンリン 
地図製品等を供給、住宅地図・広域図
等を貸与 

15 平成 29 年 1 月 13 日 コーワ（株） 
避難場所運営等に必要な、段ボール製
品を供給 

16 平成 29 年 1 月 27 日 トータルリビングあかさか 避難場所等への寝具類の供給 

17 平成 29 年 5 月 23 日 （株）湖池屋 関東工場 避難場所等への菓子類の供給 

18 平成 31 年 1 月 8 日 三協フロンテア株式会社 
避難場所等への仮設トイレ等に使用で
きるユニットハウスの供給 

19 令和 2 年 2 月 22 日 
埼玉県 LP ガス協会加須支

部 
LP ガス等を避難場所等へ優先供給 

20 令和 3 年 3 月 19 日 （株）ナフコ 災害時に物資を供給 
    
３ 輸送に関する協定   

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 24 年 7 月 5 日 
埼玉県トラック協会北埼支

部 
応急対策及び自治体間の相互応援措置
のための、貨物自動車による緊急輸送 

2 平成 29 年 2 月 1 日 ㈲富士自動車 
被災者等をバスを用いて迅速に輸送す
る 

3 平成 29 年 3 月 1 日 さくら観光バス（株） 
被災者等をバスを用いて迅速に輸送す
る 

4 平成 29 年 3 月 9 日 富士観光バス（株） 
被災者等をバスを用いて迅速に輸送す
る 

5 平成 29 年 12 月 8 日 ＴＣＢ観光（株） 
被災者等をバスを用いて迅速に輸送す
る 

    

４ 災害復旧に関する協定  

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 20 年 6 月 
加須市騎西地域防災協力協

議会 
道水路施設・給水施設の復旧等によ
り、災害対策を支援 

2 平成 22 年 12 月 13 日 埼玉県電気工事工業組合 
公共施設等の電気設備等の復旧活動、
電気に係る事故防止等 

3 平成 24 年 10 月 1 日 大利根防災協会 
道水路施設・給水施設の復旧等によ
り、災害対策を支援 

4 平成 26 年 12 月 18 日 
加須市防災協力建設安全協

議会 
道水路施設・給水施設の復旧等によ
り、災害対策を支援 

5 平成 27 年 4 月 28 日 加須市北川辺防災協力会 
道水路施設・給水施設の復旧等によ
り、災害対策を支援 

6 令和 2 年 10 月 20 日 
東京電力パワーグリッド株

式会社 春日部支社 
大規模停電発生時の早期復旧等に係る
協力 
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５ 救急救護に関する協定  

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 27 年 4 月 20 日 一般社団法人加須医師会 
医療救護班の派遣、傷病者の傷病程度
の判定、応急処置等 

2 平成 27 年 4 月 20 日 加須市歯科医師会 
医療救護班の派遣、傷病者の歯科医療
の判定、応急処置、身元確認等の協力
等 

3 平成 27 年 4 月 20 日 加須市薬剤師会 
医療救護班の派遣、傷病者への調剤・
服薬指導、医薬品等の仕分け・管理等 

4 令和4年1月25日 
社会福祉法人 恩賜財団 済

生会支部埼玉県済生会 
地域医療の推進、市民への先進的な医
療提供、災害対策等 

    
６ 放送に関する協定   

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 

平成 12 年 4 月 1 日 

加須市アマチュア無線クラ

ブ 

大規模災害時において、情報の収集・
伝達への協力 

2 
本庄市アマチュア無線クラ

ブ 

3 
渋川市アマチュア無線非常

通信協議会 

4 平成 22 年 6 月 7 日 

東京電力パワーグリッド

（株）春日部支社・下館支

社 

大規模災害等による停電が発生した場
合に、市の防災行政無線により、住民
に対し通報 

    
７ 報道に関する協定   

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 28 年 6 月 27 日 ヤフー（株） 
災情報をヤフーに提供し、ヤフーサー
ビス上に掲載してもらい周知 

    
８ 郵便局との協定   

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 28 年 9 月 16 日 加須郵便局及び栗橋郵便局 

災害発生時の郵便業務に係る料金免除
などの災害特別事務の取り扱い、災害
情報の相互提供等、避難場所における
臨時郵便差出箱の設置（全１5 郵便
局） 

    
９避難場所として使用する協定  

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 8 年 1 月 むさしの村 災害時に避難場所として提供 

2 

平成 13 年 8 月～ 

平成 14 年 1 月 

ブリヂストンフローテック

㈱ 

所有建築物を洪水時の避難場所として
指定・利用 

3 加須第一ホテル 

4 加須センターホテル 

5 （株）並木製作所 

6 平成 22 年 9 月 1 日 埼玉県立騎西特別支援学校 災害時に避難施設として使用 

7 平成 23 年 3 月 15 日 埼玉県立不動岡高等学校 災害時に避難場所として使用 

8 平成 23 年 3 月 29 日 埼玉県行田県土整備事務所 
加須はなさき公園を避難地として使
用、耐震性貯水槽・非常用井戸・浄水
装置等の防災施設の使用 
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9 平成 25 年 8 月 1 日 開智未来中学・高等学校 風水害時に避難施設として使用 

10 平成 26 年 3 月 25 日 
学校法人 佐藤栄学園 平

成国際大学 

災害時に、大学が所有する施設等の提
供、大学周辺の住民及び帰宅困難者の
受入れ、学生が行うボランティアの募
集及びあっ旋等 

11 平成 28 年 11 月 16 日 （株）サンヨーメディカル 
所有建築物を洪水時の避難場所として
指定・利用 

12 平成 28 年 12 月 20 日 
大光電機（株）関東商品セ

ンター 
所有建築物を洪水時の避難場所として
指定・利用 

13 平成 29 年 3 月 8 日 センコー（株） 
所有建築物を洪水時の避難場所として
指定・利用 

14 平成 29 年 3 月 31 日 ほくさい農業協同組合 
所有建築物を洪水時の避難場所として
指定・利用 

15 平成 29 年 12 月 1 日 藤倉コンポジット（株） 
所有建築物を洪水時の避難場所として
指定・利用 

16 平成 31 年 2 月 5 日 
公益財団法人埼玉県サッ

カー協会 
管理する建築物を災害時の避難場所と
して指定・利用 

17 令和 2 年 3 月 31 日 埼玉県立加須げんきプラザ 
所有建築物を災害時の避難場所として
指定・利用 

18 令和 2 年 6 月 29 日 興和株式会社 
所有する土地を水害時の避難場所とし
て指定・利用 

19 令和 3 年 1 月 11 日 東武ストア 
所有する建物を水害時の避難場所とし
て指定・利用 

20 令和 3 年 6 月 30 日 
学校法人佐藤栄学園（花咲

徳栄高等学校） 
所有する建物を水害時の避難場所とし
て指定・利用 

21 令和 4 年 5 月 31 日 立正佼成会埼玉教会 
所有する土地を水害時の避難場所とし
て指定・利用 

    
１０ 復旧その他に関する協定  

No. 締結年月日 協定締結先 協定概要 

1 平成 22 年 12 月 17 日 国土交通省関東地方整備局 
災害時における、各種情報の交換、情
報連絡員の派遣等の協力 

2 平成 24 年 2 月 13 日 埼玉土地家屋調査士会 
災害時における、家屋の被害認定調
査、り災証明書についての市民からの
相談への協力 

3 平成 24 年 6 月 4 日 埼玉県加須警察署 
大規模災害発生時において、加須警察
署が活動拠点として市の施設を一時使
用 

4 平成 28 年 8 月 4 日 埼玉司法書士会 被災者等相談を行う司法書士の派遣 

5 平成 28 年 12 月 1 日 
東電タウンプランニング

（株） 
民間企業に電柱広告を地域情報と併せ
て記載する 

6 平成 30 年 3 月 19 日 KiesS Works 
災害時におけるドローンを活用した情
報収集 

7 平成 30 年 3 月 26 日 埼玉県行政書士会 
災害時における行政書士の行う業務に
関する相談等の被災者支援 

8 平成 31 年 3 月 26 日 加須市環境サービス業組合 災害時に発生する廃棄物の処理 
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資料第１４               震災時用 緊急輸送道路一覧  

第一次特定緊急輸送道路（県指定） 

No 管理者 路線番号 路線名 区  間 

① 
東日本

高速 
高速 東北自動車道 川口ＪＣＴ～羽生市下村君（群馬県境） 

② 埼玉県 122 一般国道 122 号 
蓮田市東（122 号との交差点）～羽生市上新

郷（群馬県境） 

③ 埼玉県 125 一般国道 125 号 
久喜市高柳（125 号との交差点)～加須市北

小浜（125 号との交差点） 

④ 埼玉県 125 一般国道 125 号 
加須市北小浜（125 号との交差点）～羽生市

下川崎（122 号との交差点） 

⑤ 埼玉県 354 一般国道 354 号 
加須市柳生(群馬県境)～加須市柏戸(佐野古

河線との交差点) 

⑥ 埼玉県 354 一般国道 354 号 
加須市柏戸(佐野古河線との交差点)～加須市

向古河(茨城県境) 

第二次緊急輸送道路(県指定） 

No 管理者 路線番号 路線名 区  間 

⑦ 加須市 112 市道 112 号線 
加須市三俣二丁目 1 番地 1～加須市三俣二丁

目 4 番地 2 

⑧ 加須市 134 市道 134 号線 
加須市大桑一丁目 1 番 1～加須市大桑一丁目

15 番 

⑨ 加須市 244 市道 244 号線 
加須市豊野台二丁目 717 番地 8～加須市豊野

台二丁目 717 番地 6 

⑩ 加須市 3856 市道騎 3856 号線 加須市芋茎 1248-11～加須市芋茎 1248-11 

⑪ 埼玉県 9 主要地方道佐野古河線 
加須市小野袋（群馬県境）～加須市柏戸（加

須北川辺線との交差点） 

⑫ 埼玉県 38 主要地方道加須鴻巣線 
加須市大門町（加須警察署）～加須市騎西

（122 号との交差点） 

⑬ 埼玉県 38 主要地方道加須鴻巣線 
加須市騎西（122 号との交差点）～鴻巣市天

神（17 号との交差点） 

○14 埼玉県 46 
主要地方道加須北川辺線 

（埼玉大橋通り） 

加須市三俣 2 丁目(125 号との交差点)～加須

市柏戸(354 号との交差点) 

○15 埼玉県 84 主要地方道羽生栗橋線 
加須市北平野(砂原北大桑線との交差点)～大

利根総合支所 

○16 埼玉県 346 一般県道砂原北大桑線 
加須市北平野(羽生栗橋線との交差点)～加須

市北大桑(125 号との交差点) 

○17 埼玉県 370 
一般県道北中曽根北大

桑線 

加須はなさき水上公園～加須市北大桑(125

号との交差点) 

⑱ 埼玉県 46 

主要地方道加須北川辺

線 

（埼玉大橋通り） 

加須市柏戸(354 号との交差点)～加須市柏戸

(佐野古河線との交差点) 

⑲ 埼玉県 149 一般県道加須菖蒲線 
加須市三俣 2 丁目(125 号との交差点)～加須

市睦町(加須停車場線との交差点) 
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⑳ 埼玉県 316 一般県道阿佐間幸手線 加須市間口 715－1～久喜市高柳 

㉑ 埼玉県 411 一般県道加須停車場線 
加須市大門町（加須鴻巣線との交差点）～加

須市睦町（加須菖蒲線との交差点） 

緊急輸送道路(市指定） 

No 管理者 路線番号 路線名 区  間 

㉒ 埼玉県 38 
主要地方道加須鴻巣線 

（志多見砂丘通り） 

加須市大門町（加須鴻巣線との交差点）～加

須市志多見（122 号との交差点） 

㉓ 埼玉県 128 一般県道羽生熊谷線 
加須市志多見（122 号との交差点）～加須市

串作（羽生市境） 

㉔ 埼玉県 368 一般県道飯積向古河線 

加須市飯積（麦倉川俣停車場線との交差点）

～加須市麦倉（加須北川辺線の交差点） 

加須市栄（市道 208 号線との交差点）～加須

市向古河（市立北川辺東小学校） 

㉕ 埼玉県 415 一般県道柳生停車場線 
加須市柳生（市道 162 号線との交差点）～加

須市麦倉（麦倉川俣停車場線との交差点） 

㉖ 埼玉県 369 

一般県道麦倉川俣停車場

線 

（北川辺中央通り） 

加須市麦倉（加須北川辺線との交差）～加須

市飯積（板倉町境） 

㉗ 埼玉県 60 

主要地方道羽生外野栗橋

線 

（こいのぼり通り） 

加須市大越（羽生市境）～加須市旗井（久喜

市境） 

㉘ 埼玉県 346 一般県道砂原北大桑線 
加須市砂原（羽生外野栗橋線との交差点）～

加須市北平野（羽生栗橋線との交差点） 

㉙ 埼玉県 84 主要地方道羽生栗橋線 

加須市町屋新田（羽生市境）～加須市北平野

（県道砂原北大桑線との交差点） 

加須市北下新井（大利根総合支所）～加須市

旗井（羽生外野栗橋線との交差点） 

㉚ 埼玉県 366 一般県道三田ケ谷礼羽線 
加須市不動岡（125 号との交差点）～加須市

不動岡２丁目（県道加須羽生線との交差点） 

㉛ 埼玉県 129 
主要地方道加須羽生線 

（不動尊通り） 

加須市不動岡２丁目（県道三田ケ谷礼羽線と

の交差点）～加須市不動岡１丁目（県道加須

鴻巣線との交差点） 

㉜ 埼玉県 152 一般県道加須幸手線 

加須市中央２丁目（県道加須鴻巣線との交差

点）～加須市南篠崎（125 号との交差点） 

加須市南大桑（北中曽根北大桑線との交差

点）～加須市鳩山町（久喜市境） 

㉝ 埼玉県 370 
一般県道北中曽根北大桑

線 

加須市水深（加須はなさき公園）～加須市水

深（県道久喜騎西線との交差点） 

㉞ 埼玉県 149 一般県道加須菖蒲線 

加須市東栄２丁目（県道加須幸手線との交差

点）～加須市芋茎（市道 160 号線との交差

点） 

㉟ 埼玉県 305 一般県道礼羽騎西線 

加須市愛宕２丁目（県道加須鴻巣線との交差

点）～加須市正能（県道久喜騎西線との交差

点） 
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㊱ 埼玉県 151 一般県道久喜騎西線 
加須市騎西（122 号との交差点）～加須市北

辻（久喜市境） 

㊲ 埼玉県 308 一般県道内田ケ谷鴻巣線 

加須市内田ケ谷（県道騎西鴻巣線との交差

点）～加須市上崎（市道 145 号線との交差

点） 

㊳ 埼玉県 313 一般県道北根菖蒲線 
加須市上種足（県道加須鴻巣線との交差点）

～加須市中種足（市道 158 号線との交差点） 

㊴ 加須市 107 
市道 107 号線 

（北川辺中央通り） 

加須市麦倉（県道加須北川辺線との交差点）

～加須市向古河（県道飯積向古河線との交差

点） 

㊵ 加須市 112 
市道 112 号線 

（やぐるま街道） 

加須市大越（県道羽生外野栗橋線との交差

点）～加須市三俣１丁目（125 号との交差

点） 

加須市三俣２丁目（加須市役所入口）～加須

市三俣２丁目（県道加須鴻巣線との交差点） 

㊶ 加須市 116 市道 116 号線 
加須市旗井（大利根東小学校）～加須市旗井

（県道羽生外野栗橋線との交差点） 

㊷ 加須市 119 市道 119 号線 
加須市細間（県道砂原北大桑線との交差点）

～加須市琴寄（市道 123 号線との交差点） 

㊸ 加須市 122 市道 122 号線 
加須市北下新井（市道 119 号線との交差点）

～加須市北下新井（大利根第 2 浄水場） 

㊹ 加須市 123 
市道 123 号線 

（さくら通り） 

加須市琴寄（市道 119 号線との交差点）～加

須市北下新井（県道羽生栗橋線との交差点） 

加須市間口（125 号との交差点）～加須市川

口２丁目（市道 135 号線との交差点） 

㊺ 加須市 128 
市道 128 号線 

（テクノタウン通り） 

加須市北下新井（県道羽生栗橋線との交差

点）～加須市間口（125 号との交差点） 

㊻ 加須市 135 市道 135 号線 

加須市南大桑（県道北中曽根北大桑線との交

差点）～加須市川口２丁目（市道 123 号線と

の交差点） 

㊼ 加須市 137 市道 137 号線 

加須市花崎北１丁目（市道 254 号線との交差

点）～加須市南篠崎１丁目（市道 138 号線と

の交差点） 

㊽ 加須市 138 市道 138 号線 

加須市南篠崎１丁目（市道 138 号線との交差

点）～加須市南篠崎（県道加須幸手線との交

差点） 

㊾ 加須市 144 市道 144 号線 
加須市馬内（県道礼羽騎西線との交差点）～

加須市志多見（市道 145 号線との交差点） 

㊿ 加須市 145 
市道 145 号線 

（KAZO ｳﾞｨﾚｯｼﾞ通り） 

加須市志多見（市道 144 号線との交差点）～

加須市志多見（県道熊谷羽生線との交差点） 

加須市騎西（122 号との交差点）～加須市上

崎（県道内田ｹ谷鴻巣線との交差点） 

○51 加須市 146 市道 146 号線 
加須市道地（122 号との交差点）～加須市内

田ケ谷（県道騎西鴻巣線との交差点） 
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○52 加須市 150 
市道 150 号線 

（あじさい通り） 

加須市根古屋（加須鴻巣線との交差点）～加

須市正能（県道久喜騎西線との交差点） 

○53 加須市 158 市道 158 号線 
加須市騎西（122 号との交差点）～加須市中

種足（県道北根菖蒲線との交差点） 

○54 加須市 160 市道 160 号線 
加須市芋茎（122 号線との交差点）～加須市

芋茎（市道 161 号線との交差点） 

○55 加須市 161 市道 161 号線 
加須市芋茎（市道 160 号線との交差点）～加

須市芋茎（市道 277 号線との交差点） 

○56 加須市 208 市道 208 号線 
加須市栄（市道 108 号線との交差点）～加須

市栄（県道飯積向古河線との交差点） 

○57 加須市 209 市道 209 号線 
加須市伊賀袋（伊賀袋スーパー堤防）～加須

市駒場（市道 210 号線との交差点） 

○58 加須市 210 
市道 210 号線 

（旧川通り） 

加須市駒場（市道 209 号線との交差点）～加

須市栄（飯積向古河線との交差点） 

○59 加須市 216 
市道 216 号線 

（カスリーンロード） 

加須市外記新田（県道羽生外野栗橋線との交

差点）～加須市新川通（市道 116 号線との交

差点） 

○60 加須市 254 市道 254 号線 

加須市花崎北１丁目（市道 137 号線との交差

点）～加須市花崎北１丁目（北中曽根北大桑

線との交差点） 

○61 加須市 277 市道 277 号線 
加須市芋茎（市道 161 号線との交差点）～加

須市戸室（市道１５８号線との交差点） 

○62 加須市 1390 市道北 1390 号線 
加須市麦倉（県道加須北川辺線との交差点）

～加須市栄（市道 108 号線との交差点） 

○63 加須市 5108 市道 5108 号線 
加須市水深（平成国際大学入口）～加須市水

深（久喜市境） 
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資料第 16  自主防災組織の設立状況 令和 3年 5月 31日現在 

  加須地域 騎西地域 北川辺地域 大利根地域 

No.  組織名  設立年月日  組織名  設立年月日  組織名  設立年月日  組織名  設立年月日 

1  不動岡三丁目自主防災会 平成 14 年 3 月 19 日 戸室 11 区安心・安全の会 平成 20 年 3 月 23 日 飯積自主防災会 平成 19 年 3 月 10 日 大利根ハイツ区自主防災会 平成 18 年 12 月 27 日 

2  三俣第一区自主防災会 平成 14 年 3 月 19 日 外田ヶ谷 2 区自主防災防犯の会 平成 20 年 4 月 1 日 麦倉北自主防災会 平成 19 年 3 月 10 日 新川通上地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

3  戸川自主防災会 平成 15 年 1 月 1 日 道地自主防災防犯の会 平成 20 年 4 月 1 日 麦倉中自主防災会 平成 19 年 3 月 10 日 新川通下地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

4  大越第三区自主防災会 平成 15 年 2 月 12 日 中種足 2 区防災組織安心・安全の会 平成 20 年 4 月 1 日 麦倉南自主防災会 平成 19 年 3 月 25 日 外記新田地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

5  南小浜自主防災会 平成 16 年 11 月 28 日 中種足 3 区安心、安全の会 平成 20 年 4 月 1 日 元久保自主防災会 平成 19 年 3 月 10 日 ﾘﾋﾞｴﾙｺｰﾄ防災対策本部 平成 19 年 4 月 1 日 

6  中樋遣川自主防災会 平成 17 年 1 月 12 日 中種足 4 区安心、安全の会 平成 20 年 4 月 1 日 柳生北自主防災会 平成 19 年 3 月 10 日 砂原地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

7  油井ヶ島自主防災会 平成 17 年 11 月 7 日 上種足 5 区安心、安全の会 平成 20 年 4 月 1 日 柳生南自主防災会 平成 19 年 3 月 10 日 佐波地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

8  川口自主防災会 平成 18 年 1 月 22 日 上種足 6 区安心、安全の会 平成 20 年 4 月 1 日 藤畑自主防災会 平成 19 年 3 月 10 日 弥兵衛地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

9  ﾗｲｵﾝｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ花崎自主防災会 平成 18 年 4 月 1 日 上種足 8 区安心、安全の会 平成 20 年 4 月 1 日 小野袋自主防災会 平成 19 年 3 月 26 日 細間団地自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

10  南町二区自主防災会 平成 18 年 10 月 1 日 戸室 10 区安全安心の会 平成 20 年 4 月 1 日 柏戸自主防災会 平成 19 年 3 月 26 日 北平野地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

11  南町三・四区自主防災会 平成 18 年 11 月 1 日 立山防災委員会 平成 20 年 4 月 1 日 向古河自主防災会 平成 19 年 10 月 1 日 北下新井中区防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

12  南町一区自主防災会 平成 18 年 11 月 20 日 正能 1 区自主防災防犯組織 平成 20 年 4 月 1 日 伊賀袋自主防災会 平成 19 年 10 月 1 日 砂場地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

13  南篠崎自主防災会 平成 19 年 2 月 25 日 名倉自主防災防犯会 平成 20 年 4 月 1 日 駒場自主防災会 平成 19 年 3 月 12 日 富士見台地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

14  東栄一丁目自主防災会  平成 20 年 1 月 19 日 外田ヶ谷１区自主防災防犯会 平成 20 年 4 月 1 日 栄東自主防災会 平成 19 年 3 月 12 日 琴寄本田地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

15  大越第一区自主防災会  平成 20 年 2 月 10 日 上高柳中地区防災防犯組織 平成 20 年 4 月 14 日 本郷自主防災会 平成 19 年 3 月 12 日 琴寄新田地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

16  大越第二区自主防災会 平成 20 年 2 月 10 日 日出安地区自主防災防犯の会 平成 20 年 5 月 31 日 大曽自主防災会 平成 19 年 3 月 22 日 阿佐間地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

17  土手自主防災会  平成 20 年 3 月 8 日 ファミリータウン藤の里自主防災組織 平成 20 年 6 月 1 日 高野自主防災会 平成 19 年 3 月 22 日 間口地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

18  久下二丁目自主防災会 平成 20 年 8 月 1 日 上崎第 1 区自主防災会 平成 20 年 10 月 25 日 柳生新田自主防災会 平成 19 年 3 月 22 日 新井新田地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

19  久下一丁目自主防災会 平成 20 年 12 月 1 日 上種足第 7 区安全、安心の会 平成 20 年 11 月 1 日 陽光台自主防災会 平成 19 年 8 月 30 日 北大桑上地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

20   東栄町自主防災会 平成 21 年 4 月 4 日 若草まもり隊 平成 20 年 12 月 6 日     北大桑下地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

21   元町自主防災会 平成 21 年 8 月 2 日 三丁目町内自主防災会 平成 21 年 2 月 1 日     松永新田地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

22 高畑町内会自主防災会 平成 21 年 12 月 5 日 外川区防災共助会 平成 21 年 2 月 8 日     杓子木地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

23 久下四丁目自主防災会 平成 23 年 4 月 1 日 内田ヶ谷西部区安心安全の会 平成 21 年 4 月 1 日     生出地区自主防災会 平成 19 年 4 月 1 日 

24 花崎一丁目自主防災会 平成 23 年 9 月 1 日 芋茎戸塚地区自主防災防犯組織 平成 21 年 4 月 1 日     細間地区自主防災会 平成 19 年 4 月 2 日 

25 中央一丁目自主防災防犯会 平成 24 年 4 月 1 日 下崎地区自主防災防犯会 平成 21 年 5 月 1 日     北下新井下西地区防災会 平成 19 年 5 月 1 日 

26 久下五丁目自主防災会 平成 24 年 4 月 1 日 正能 2 区自主防災防犯会 平成 21 年 5 月 29 日     堀南三区自主防災会 平成 19 年 5 月 20 日 

27 町屋新田自主防災防犯会 平成 24 年 4 月 1 日 騎西１丁目自主防災会 平成 21 年 7 月 12 日     堀南一区自主防災会 平成 19 年 6 月 9 日 

28 本町自主防災防犯会 平成 24 年 8 月 5 日 上崎第２区自主防災会 平成 22 年 2 月 1 日     中渡地区自主防災会 平成 19 年 8 月 19 日 

29 中央二丁目自主防災防犯会 平成 25 年 4 月 1 日 内田ヶ谷東部自主防災防犯会 平成 22 年 2 月 1 日     堀北一区自主防災会 平成 19 年 9 月 1 日 
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30 不動岡第二区自主防災会 平成 26 年 4 月 5 日 二丁目防災防犯自治会 平成 22 年 4 月 1 日     堀北二区自主防災会 平成 19 年 10 月 1 日 

31 下高柳自主防災会 平成 26 年 10 月 1 日 芋茎本村自主防災防犯会 平成 22 年 4 月 1 日     堀南二区自主防災会 平成 19 年 10 月 1 日 

32 花崎北合同自主防災会 平成 27 年 7 月 13 日 芋茎白山自主防災防犯の会 平成 22 年 4 月 1 日     十軒地区自主防災会 平成 19 年 10 月 1 日 

33 花崎二丁目自主防災会 平成 27 年 4 月 1 日 上高柳下防災、防犯の会 平成 22 年 4 月 1 日     東ケ丘自主防災会 平成 20 年 2 月 3 日 

34 南大桑自主防災防犯会 平成 27 年 4 月 11 日 下種足 1 区防災防犯の会 平成 23 年 5 月 9 日     渡沼地区自主防災会 平成 20 年 2 月 3 日 

35 花崎四丁目自主防災防犯会 平成 28 年 9 月 1 日 中ノ目第 9 区自主防災防犯の会 平成 23 年 5 月 15 日     北下新井上地区自主防災会 平成 20 年 4 月 1 日 

36 富士見町自主防災会 平成 29 年 1 月 15 日 戸崎地区自主防災会（戸崎上・下統合） 平成 24 年 12 月 7 日     北下新井下東地区自主防災会 平成 22 年 1 月 9 日 

37 睦町自主防災会 平成 29 年 1 月 21 日 根古屋自主防災会 平成 26 年 4 月 1 日     道目地区自主防災会(道目

上・中・下統合） 
平成 24 年 4 月 1 日 

38 愛宕自主防災会 平成 29 年 4 月 1 日 鴻茎川北自主防災会 平成 26 年 10 月 19 日     

39 向川岸町自主防災防犯会 平成 29 年 4 月 1 日 鴻茎川南自主防災会 平成 29 年 2 月 12 日         

40 志多見４区自主防災会 平成 29 年 4 月 22 日 西ノ谷第１２区自主防災・防犯の会 平成 29 年 6 月 18 日         

41 志多見５区自主防災会 平成 29 年 4 月 15 日 牛重上区自主防災防犯の会 平成 30 年 4 月 1 日         

42 志多見第１区自主防災会 平成 29 年 6 月 1 日 牛中防災防犯会 令和 2 年 4 月 1 日         

43 割目自主防災会 平成 29 年 6 月 1 日 牛重下自主防災防犯会 令和 2 年 4 月 1 日         

44 志多見第三区自主防災会 平成 29 年 9 月 17 日             

45 馬内第二区自主防災会 平成 29 年 9 月 24 日             

46 志多見第二区自主防災会 平成 29 年 11 月 1 日             

47 西大門町自主防災防犯会 平成 30 年 4 月 8 日             

48 多門寺自主防災防犯会 平成 30 年 5 月 1 日             

49 下樋遣川自主防災会 平成 30 年 11 月 10 日             

50 花崎三丁目自主防災会 平成 31 年 4 月 23 日             

51 三俣第二区 平成 31 年 4 月 14 日             

52 久下三丁目自主防災会 令和 1 年 7 月 1 日             

53 樋遣川第二区自主防災会 令和 2 年 1 月 19 日             

54 水深区自主防災会 令和 2 年 4 月 1 日             

55 常泉区自主防災会 令和 2 年 4 月 1 日             

56 不動岡二丁目町内会自主防災会 令和 2 年 12 月 12 日             

57 岡古井地区自主防災組織 令和 3 年 4 月 1 日             

58 下谷自主防災会 令和 3 年 5 月             

59 大室区自主防災防犯会 令和 3 年 5 月             

合計   59  43   19   37 
            合 計 158 
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様式第１号             避 難 者 受 付 簿 

避難場所 
 

受 付 日 年   月   日（  ）      枚目 

 

受付番号 男 性 女 性 合 計 
ペット 

有・無 

要配慮者 

有・無 

避難して

いる場所 
備 考 

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  

    有・無 有・無 室内・車内  
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避難者カード 
①平時に黒太枠内の事項を記入ください。 

②避難する前に、黒太枠以外の欄に、避難する方の情報を記入ください。 

③このカードを避難場所受付に提出ください。（災害終息後、廃棄します。） 

住  所 携帯電話番号（なければ自宅） 自治会名 

 
  

家 

族 

の 

状 

況 

ふりがな 生年 

月日 
性別 

配慮が必要な事項 
（該当に✔をし、特記事項があれば記入ください。） 

避難する方の 

健康状態 氏  名 

 M T S H R 

年 

月 

 

□災害時要援護者 □妊婦  

□障がい □要介護 □その他 
特記 
事項 

□良好 

□体調不良 

 
① 

世帯代表者 

 M T S H R 

年 

月 
 

□災害時要援護者 □妊婦  

□障がい □要介護 □その他 
特記 
事項 

□良好 

□体調不良 

 
② 

 M T S H R 

年 

月 

 
□災害時要援護者 □妊婦  

□障がい □要介護 □その他 
特記 
事項 

□良好 

□体調不良 

 
③ 

 M T S H R 

年 

月 

 

□災害時要援護者 □妊婦  

□障がい □要介護 □その他 
特記 
事項 

□良好 

□体調不良 

 
④ 

 M T S H R 

年 

月 

 

□災害時要援護者 □妊婦  

□障がい □要介護 □その他 
特記 
事項 

□良好 

□体調不良 

 
⑤ 

 M T S H R 

年 

月 

 

□災害時要援護者 □妊婦  

□障がい □要介護 □その他 
特記 
事項 

□良好 

□体調不良 

 
⑥ 

避 難 の 状 況 
□ 避 難 場 所 施 設 内  □ 避 難 場 所 駐 車 場 （ 車 内 ）  □ そ の 他

（         ） 

避 難 方 法 
□車（車種：            色：   ナンバー：       ） 

□バス □自転車・徒歩 

避難場所内で協力 

看護師・防災士等の資格等 
あればカッコ内に記載 

①□可（      ）□不可、 ②□可（      ）□不可 

③□可（      ）□不可、 ④□可（      ）□不可 

⑤□可（      ）□不可、 ⑥□可（      ）□不可 

親族、知人等からの

安否確認への回答 
□可  

□不可 

必ず家族全員の同意を得た上

で☑を記入してください。 

ペット 

の同伴 

□有  ※ケージ・キャリーバックが必要 

種類（数）：         （  ） 

□ 

無 

※以下の欄は記入しないでください 

避難場所  受付番号  

避難日時 
入所：  年    月    日      時 

退所：  年    月    日      時 

特記事項 
 

 

状 
態 

状 
態 

状 
態 

状 
態 

状 
態 

状 
態 

丸数字は名簿
の方です。 

様式第２号 
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様式第３号 

避 難 場 所 日 誌 

日付 事            項 措 置 の 概 要        扱 者 班 長 
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様式第４号 

避難場所物品受払簿 

日付 品      名 摘      要 受入数 払出数 現在高 扱 者 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

必要に応じて、品目別に作成すること。 

摘要欄には、受入れ先、用途、払出し先等を明記すること。 
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様式第５号 

り災証明申請書 
       年   月   日 

 

    加須市長  様        

 

下記のとおり、り災証明書の発行を申請します。 

 

申  請  者 

住   所  

氏   名                             

事  業  所 

住   所  

事業所名  

 

証 明 の 種 類         り 災 証 明 書 

被災住家の所在地  

被災住家の種類  □専用住宅  □併用住宅  □共同住宅  □その他 

証明書の提出先          

申 請 通 数         個人            通 事業所              通 

 

※この欄には申請者は記入しないでください。 

主管部課名               部        課        係 担当名  

摘要  

備考  

供覧 

課 長 主 幹 合 議 担 当 
関

係

部

課 
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様式第６号 

加〇証第 号 

 

り災証明書 
 

世帯主住所 
 

世帯主氏名 
 

世帯構成員 

氏 名 続柄 生 年 月 日 

  明・大・昭 
平・令 

年  月  日 

  明・大・昭 
平・令 

年  月  日 

  明・大・昭 
平・令 

年  月  日 

  明・大・昭 
平・令 

年  月  日 

  明・大・昭 

平・令 
年  月  日 

※ 事業者及び建物の所有者においては、世帯主を読み替えて適用する。 

 

り災原因   年   月   日の            による 

 

被災住家の 

所在地 

 

住家の被害の 

程度 

□全壊  □大規模半壊  □中規模半壊  □半壊  □準半壊  □準半壊に至らない 

（一部損壊） 

浸水区分 

（水害の場合に限る） 
    □床上浸水  □床下浸水 

※ 住家とは、現実居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用

している建物のこと（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家） 

 

備  考  

 

 上記のとおり、相違ないことを証明します。 

 

      年  月  日 

 

                             加須市長     
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様式第７号 

被災証明申請書 
       年   月   日 

 

    加須市長  様        

 

下記のとおり、被災証明書の発行を申請します。 

 

申  請  者 

住   所  

氏   名                             

事  業  所 

住   所  

事業所名  

 

証 明 の 種 類         被 災 証 明 書 

被 災 者  
１．死亡   名     ２．行方不明   名 

３．重傷   名     ４．軽傷     名 

被災財産の種類   

被 災 の 状 況   

証明書の提出先          

申 請 通 数         個人            通 事業所              通 

 

※この欄には申請者は記入しないでください。 

主管部課名               部        課        係 担当名  

摘要  

備考  

供覧 

課 長 主 幹 合 議 担 当 
関

係

部

課 
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様式第８号                                      証  第   号 

 

被 災 証 明 書 

被 災 場 所  加須市 

フ リ ガ ナ  

 

氏     名 

 

被 

 

災 

 

内 

 

容 

 

被災年月日      年  月  日     午前・後   時  分頃 

被災の原因  １．風水害   ２．地震災害   ３．その他（        ） 

被 災 者 
 １．死亡   名     ２．行方不明   名    

 ３．重傷   名     ４．軽傷     名 

被災財産の 

種   類 
 

被災の状況  

  

上記のとおり、被災したことを証明する。 

 

      年  月  日 

                          加 須 市 長  
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様式第９号 「被災者台帳情報提供申請書（本人）」 

被災者台帳情報（本人） 

                   加須市 

フリガナ  

氏 名     

生年月日 
 

性別 男  ・  女 

住 所 
 

 

提供を求める 

台帳情報 

希望する提供情報に○をつけてください。 

 

１．氏名 

２．生年月日 

３．性別 

４．住所又は居所 

５．住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況 

６．援護の実施の状況 

７．要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

８．電話番号その他の連絡先 

９．世帯の構成 

10．罹災証明書の交付の状況 

11．１から 10 に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市長が必

要と  認める事項 

 ①               

 ②               

 ③               

 ④               

 ⑤               

 

申請者連絡先   

電話番号  ＦＡＸ番号  

携帯電話番号  メールアドレス  

 

加須市確認欄 

※本人確認の証明書（該当する箇所に丸をつける） 

住基カード  運転免許証  

身分証明書  保険証  

その他 確認手段： 
マイナンバーカー

ド  
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被災者台帳情報外部提供同意書 
加須市 

フリガナ  

氏 名     

生年月日  性別 男  ・  女 

住 所  

連絡先（市または外部提供先からの問い合わせが可能な連絡先をご記入ください） 

電話番号  ＦＡＸ番号  

携帯電話番号  メールアドレス  

外部提供先 

及び 

提供可能情報 

①公共料金等減免 

□電力会社（     電力） 

□ガス会社（     ガス） 

□水道料金（加須市 企業会計部局、    事業団） 

□下水道料金（加須市 企業会計部局、   事業団） 

□ＮＨＫ ， □ＮＴＴ 

□携帯電話会社（会社名・支店名              ） 

連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

□その他（            ） 

連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

※上記料金減免に必要な情報の提供 

※市に対するもの（税、保育料等）については、外部ではないため、本

様式による同意は不要 

②被災者支援団体等への提供 

□民生委員・児童委員 

□社会福祉協議会 

□自治協力団体 

□消防団 

□その他（民間事業者、ＮＰＯ、ボランティア団体等） 

団体等名称：                   

団体等連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       
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□提供を同意する情報（                ） 

※別添から番号を記入ください 

□提供先団体が希望する（申請する）情報はすべて提供しても良い 

 

③被災者支援に関する各種制度を有する団体への提供 

□社会福祉協議会（再掲） 

□国（官署名：         ） 

□被災者生活再建支援法人 

□独立行政法人住宅金融支援機構 

□その他 

団体等名称：                   

団体等連絡先（市において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

 

□提供を同意する情報（                ） 

※別添から番号を記入ください 

□提供先団体が希望する（申請する）情報はすべて提供しても良い 

 

④その他 

提供同意する団体名：             

提供を同意する理由：                          

団体等連絡先（市区町村において把握している場合は不要）： 

住所：〒                       

電話番号：                      

メールアドレス：                   

担当者：                       

□提供を同意する情報（                ） 

 ※別紙から番号を記入ください 

□提供先団体が希望する（申請する）情報はすべて提供しても良い 

 

※同意いただいた内容について、同意された外部提供先から災害対策基本法施行規則第８

条の６の規定に基づく申請があった場合、同意及び申請の範囲内で被災者台帳掲載情報を

提供いたします。 
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安 否 情 報 照 会 書 

                        年  月  日 

加須市長        様 

 

申 請 者 

                 住 所                  

 

氏 名                  

 

下記の者について、災害対策基本法第８６条の１５及び災害対策基本

法第施行規則第８条の３の規定に基づき、安否情報を照会します。  

照会をする理由  
 

 

備 考 
 

 

照
会
に
係
る
避
難
者
又

は
被
災
者

を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

氏 名  

フ リ ガ ナ   

住 所  

生 年 月 日   

性    別  

国 籍 

（日本国籍を有しない者に限る。）  
 

※ 照会者の本人確認   

※ その他の照会者を特定

するために必要な情報 
 

※ 備 考  

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在 

地を記入すること。 

    ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

    ４ ※印の欄には記入しないこと。 

様式第１０号 
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安 否 情 報 回 答 書 

 

年   月   日  

 

            様 

 

 

           加須市長 

 

   年   月   日付けで照会があった安否情報について、

下記のとおり回答します。  

 

負傷・疾病の状況 

 

 

勤務先又は居所の 

住所及び電話番号 

 

 

その他安否の確認に 

必要と認められる情報 
 

安否情報保有の有無  

照会に係る 

 

避難者又は被災者 

住 所 
 

 

氏 名 
 

 

フリガナ 
 

 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

２ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

 

様式第１１号 
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様式第１２号     
 

    発    生    速    報         
加須市 

  
発信部署 

      
  

   月  日  時  分発信  発信者 
  

 受信者 
    

 １被 害 発 生         

 被害・災害 

 被害・災害の要因 

   年   月   日 

 午前・後   時   分頃 

 ２被 害 場 所         

 

 ３被 害 程 度         

  

 ４災害に対する措置 

  

 ５その他必要事項         

  

 （注）内容は簡単に要を得たものとする。 
     

 



震災資料-330 

様式第１３号 

経 過 速 報 
                                                            

加須市 
 発信者  受信者  

 災害の種別  発生地域  

被害日時 自     月   日             至      月   日 

報告区分 発生             経過 

区     分 被  害 区     分 被  害 

人

的

被

害 

死 者 人  
田 

畑 

被 

害 

田 

流出・埋

没 
ha  

行方不明者 人  冠水 ha  

 

負傷
者 

重 傷 人  
畑 

流出・埋

没 
ha  

軽 傷 人  
冠水 ha  

道 

被 

路 

害 

決壊 箇所  

 

住 

 

 

 

家 

 

 

 

被 

 

 

 

害 

全壊 

（焼） 

（流失） 

棟  冠水 箇所  

世帯  

 

そ 

 

の 

 

他 

 

被 

 

害 

文教施設 箇所  

人  病院 箇所  

半壊 

（焼） 

棟  橋りょう 箇所  

世帯  河川 箇所  

人  砂防 箇所  

一部破損 

棟  清掃施設 箇所  

世帯  崖くずれ 箇所  

人  鉄道不通 箇所  

床上浸水 

棟  被害船舶 隻  

世帯  水道 戸  

人  電話 回線  

床下浸水 

棟  電気 戸  

世帯  ガス 戸  

人  ﾌﾞﾛｯｸ塀等 箇所  

 

非 

住 

家 

被 

害 

公

共 

建

物 

全壊(焼) 棟  り災世帯数 世帯  

半壊(焼) 棟  り災者数 人  

そ 

の 

他 

全壊(焼) 棟  
火 

災 

発 

生 

建物 件  

危険物 件  

半壊(焼) 棟  その他 件  

災害に対してとられた措置 

（１）災害対策本部の設置状況 

（２）市（町村）のとった主な応急措置の状況 

（３）応援要請又は職員派遣の状況 

（４）災害救助法適用の状況 

（５）避難情報の状況 

市町村数       地区数 

人  員        人 

（６）消防機関の活動状況 

ア 出動人員   消防職員     名 

           消防団員     名 

          計        名  

イ 主な活動状況（使用した機材を含む） 
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様式第１４号                             

被 害 状 況 調 

                                                                      （１／２）  

                                                                      加須市 

災害の種別  発生地域  

被害日時 自     月  日     至      月  日 

報告区分 確 定 

 

区     分 被  害 区     分 被  害 

人
的
被
害 

死者 人  

田 
畑 
被 
害 

田 
流出・埋没 ha  

行方不明者 人  冠水 ha  

負
傷
者 

重傷 人  

畑 

流出・埋没 ha  

軽傷 人  

冠水 ha  

道 
被 
路 
害 

決壊 箇所  

 
住 
 
 
 
家 
 
 
 
被 
 
 
 
害 

全壊 

棟  冠水 箇所  

世帯  

 
そ 
 
の 
 
他 
 
被 
 
害 

文教施設 箇所  

人  病院 箇所  

半壊 

棟  橋りょう 箇所  

世帯  河川 箇所  

人  砂防 箇所  

一部破損 

棟  清掃施設 箇所  

世帯  崖くずれ 箇所  

人  鉄道不通 箇所  

床上浸水 

棟  被害船舶 隻  

世帯  水道 戸  

人  電話 回線  

床下浸水 

棟  電気 戸  

世帯  ガス 戸  

人  ﾌﾞﾛｯｸ塀等 箇所  

非
住
家 
被
害 

公
共 
建
物 

全壊(焼) 棟  り災世帯数 世帯  

半壊(焼) 棟  り災者数 人  

そ 
の 
他 

全壊(焼) 棟  
火災
発生 

建物 件  

危険物 件  

半壊(焼) 棟  その他 件  
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                                        （２／２） 

区     分 被  害 
市 

町 

村 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

 

名 称 
 

公立文教施設 千円  

農林水産施設 千円   

設 置 

 

月  日  時 公共土木施設 千円  

その他公共施設 千円  

 

解 散 

 

月  日  時 小計 千円  

公立施設被害 

市町村数 
団体  

災設 

害置 

対市 

策町 

本村 

部数 

 

 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

農産被害 千円  

林産被害 千円  

畜産被害 千円  

水産被害 千円  計     団体 

商工被害 千円  災適 

害用 

救市 

助町 

法村 

名 

 
 

 

 

 

  

計     団体 

その他 千円  
消防職員 

出動延人数 
人  

被害総額 千円  
消防団員 

出動延人数 
人  

 

 

備 

 

 

 

 

考 

１ 災害発生場所 

 

 

２ 災害発生年月日 

 

 

３ 災害の種類概況 

 

 

４ 消防機関の活動状況 

 

 

５ その他（避難情報の状況） 
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様式第１５号 

地震による被害状況報告（災害地区支援班用） 

 

地 区  日 時 月  日：  時  分～   時  分 

確認者  携帯電話  
 

区  分 場所・状況・件数等 

家 

屋 

全壊 

全部倒壊 

 

傾きあり 

（倒壊なし） 

 

半壊 
壁に大きな

ひび割れ 

 

一部 

損壊 

瓦の落下・

ガラス破損

等 

 

火災 

 

道 

路 

亀裂・陥没 

 

倒木による不通 

 

ブロック塀倒壊 

 

橋梁の落下・破損 

 

電 

気 

信号機・街灯の消灯 

 

電線切れ・電柱倒壊 

 

人的被害  

その他被害  

※車両等の中から確認できる被害状況を報告してください。確認は、2名 1組で行い、安全に十分気を付けて確認作業をお願いし

ます。なお、人命救助が必要な場合は、消防（119又は 61-0119）と本部に連絡するとともに、適切な対応に努めてください。 
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